
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
に
関
す
る
規
則

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
日
本
国
憲
法
が
規
定
す
る
両
性
の
本
質
的
平
等
を
基
本
的
理
念
と
し
て
、
本
会
の
会
員
（
弁
護
士

法
人
会
員
及
び
外
国
特
別
会
員
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
が
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
行
う
こ
と
を
防
止
し
、
も

っ
て
良
好
な
業
務
及
び
職
場
の
環
境
並
び
に
本
会
及
び
本
会
の
会
員
の
品
位
及
び
信
用
を
維
持
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
「
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
」
と
は
、
他
人
に
不
快
感
を
感
じ
さ
せ
る
性
的
な
言
動
を

い
う
。

（
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
禁
止
）

第
三
条

会
員
は
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
相
談
員
）

第
四
条

会
長
は
、
常
議
員
会
の
議
を
経
て
、
会
員
の
中
か
ら
八
名
以
上
の
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
相
談
員
（
以
下

「
相
談
員
」
と
い
う
。
）
を
選
任
す
る
。



２
会
長
は
、
相
談
員
の
名
簿
（
以
下
「
相
談
員
名
簿
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
こ
れ
を
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
相
談
を

申
し
込
む
こ
と
が
で
き
る
者
そ
の
他
の
関
係
者
に
周
知
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

３
相
談
員
の
任
期
は
、
一
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。

４
会
長
は
、
相
談
員
の
職
務
の
執
行
が
不
適
切
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
常
議
員
会
の
議
を
経
て
、
当
該
相
談
員
を
解

任
し
、
相
談
員
名
簿
か
ら
削
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
相
談
員
の
職
務
）

第
五
条

相
談
員
は
、
次
に
掲
げ
る
職
務
を
行
う
。
相
談
員
は
、
こ
れ
ら
の
職
務
を
行
う
際
に
は
、
第
九
条
第
三
項
に
定
め

る
指
針
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
相
談
を
受
け
、
必
要
に
応
じ
て
助
言
等
を
行
う
こ
と
。

二
相
談
者
の
希
望
に
配
慮
し
つ
つ
、
関
係
者
に
対
す
る
事
情
聴
取
等
の
方
法
に
よ
る
事
実
確
認
そ
の
他
の
調
査
を
行
い
、

必
要
に
応
じ
て
、
関
係
者
に
対
し
指
導
、
助
言
そ
の
他
の
措
置
を
行
う
こ
と
。

（
相
談
の
申
込
み
）

第
六
条

司
法
修
習
生
、
法
科
大
学
院
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
基
づ
き
会
員
の
事
務
所
で
研
修
を
行
う
法
科
大
学
院
生
、
会
員

の
事
務
所
に
勤
務
す
る
事
務
職
員
、
本
会
に
勤
務
す
る
職
員
及
び
会
員
は
、
会
員
か
ら
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を

受
け
た
と
き
は
、
相
談
員
に
対
し
、
相
談
を
申
し
込
む
こ
と
が
で
き
る
。



２
会
員
は
、
会
員
の
事
務
所
に
勤
務
す
る
事
務
職
員
又
は
会
員
が
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
拒
絶
し
、
又
は
こ

れ
に
対
し
て
抗
議
を
し
た
こ
と
、
第
一
項
に
規
定
す
る
相
談
の
申
込
み
を
し
た
こ
と
、
第
五
条
第
二
号
の
調
査
に
協
力
し

た
こ
と
そ
の
他
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
対
す
る
正
当
な
対
応
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
給
与
、
任
用
そ
の

他
の
取
扱
い
に
関
し
て
い
か
な
る
不
利
益
も
与
え
て
は
な
ら
な
い
。

（
外
部
委
員
）

第
七
条

会
長
は
、
必
要
に
応
じ
、
個
別
の
事
案
ご
と
に
、
第
五
条
第
二
号
の
調
査
を
相
談
員
と
と
も
に
行
う
会
員
で
な
い

者
（
以
下
「
外
部
委
員
」
と
い
う
。
）
を
、
一
名
以
上
委
嘱
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
前
項
に
規
定
す
る
委
嘱
を
行
う
場
合
に
は
、
相
談
者
の
意
向
に
反
し
て
は
な
ら
な
い
。

３
第
一
項
に
規
定
す
る
委
嘱
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
事
案
を
担
当
す
る
相
談
員
と
外
部
委
員
と
で
調
査
委
員
会
を

構
成
す
る
。

（
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
等
の
配
慮
）

第
八
条

相
談
員
及
び
外
部
委
員
は
、
相
談
及
び
調
査
を
行
う
際
に
は
、
関
係
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
、
名
誉
そ
の
他
の
人
権

を
尊
重
す
る
と
と
も
に
、
迅
速
か
つ
適
正
に
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
禁
止
に
関
す
る
指
針
等
）

第
九
条

会
長
は
、
会
員
に
よ
る
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
、
会
員
が
認
識
す
べ
き
事
項
に



関
す
る
指
針
を
作
成
し
、
こ
れ
を
会
員
に
周
知
さ
せ
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
会
長
は
、
会
員
に
対
し
、
会
員
に
よ
る
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
、
個
別
の
事
務
所
ご

と
に
、
会
員
が
認
識
す
べ
き
事
項
に
関
す
る
指
針
を
作
成
す
る
こ
と
及
び
事
務
所
内
で
の
当
該
指
針
の
周
知
徹
底
を
奨
励

す
る
。

３
会
長
は
、
こ
の
規
則
に
定
め
る
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
相
談
の
処
理
に
あ
た
る
相
談
員
に
よ
る
相
談

及
び
調
査
に
際
し
て
留
意
す
べ
き
事
項
に
関
す
る
指
針
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
相
談
に
対
す
る
措
置
）

第
十
条

相
談
員
又
は
調
査
委
員
会
は
、
調
査
案
件
に
つ
い
て
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

こ
れ
に
起
因
す
る
問
題
の
解
決
の
た
め
の
指
導
、
助
言
そ
の
他
の
措
置
を
行
う
。

２
相
談
員
又
は
調
査
委
員
会
は
、
調
査
案
件
に
つ
い
て
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
が
な
い
と
認
め
る
と
き
又
は
措

置
を
と
る
こ
と
が
相
当
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
不
措
置
の
決
定
を
す
る
。

３
相
談
員
又
は
調
査
委
員
会
は
、
第
一
項
の
措
置
を
し
た
と
き
又
は
前
項
の
不
措
置
の
決
定
を
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、

相
談
者
に
対
し
、
そ
の
措
置
の
内
容
又
は
不
措
置
の
決
定
を
し
た
こ
と
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
通
知
が
困

難
な
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
相
談
員
研
修
）



第
十
一
条

本
会
は
、
本
会
に
お
け
る
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
に
つ
い
て
責
任
あ
る
立
場
の
者
に
第
九
条
各

項
に
規
定
す
る
指
針
を
周
知
さ
せ
る
た
め
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
相
談
員
研
修
（
以
下
「
相
談
員
研
修
」
と
い

う
。
）
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

２
会
長
、
副
会
長
及
び
相
談
員
並
び
に
こ
れ
ら
に
就
任
す
る
予
定
の
者
は
、
前
項
の
研
修
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
就
任
す
る
日
前
一
年
以
内
に
相
談
員
研
修
を
受
け
た
者
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３
会
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
相
談
員
研
修
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
か
ら
の
個
別
の
申
出
に
よ
り
、
本
会
、
日

本
弁
護
士
連
合
会
、
関
東
弁
護
士
会
連
合
会
そ
の
他
の
弁
護
士
の
団
体
、
行
政
機
関
等
が
実
施
す
る
研
修
を
、
相
談
員
研

修
の
全
部
又
は
一
部
に
相
当
す
る
研
修
と
し
て
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
会
員
の
研
修
）

第
十
二
条

会
長
は
、
会
員
に
対
し
、
こ
の
規
則
の
趣
旨
を
周
知
さ
せ
る
た
め
、
適
切
な
研
修
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
記
録
及
び
そ
の
保
管
）

第
十
三
条

相
談
員
は
、
相
談
を
受
け
た
と
き
は
、
相
談
及
び
助
言
の
内
容
を
書
面
に
記
録
し
、
こ
れ
を
会
長
に
報
告
す
る
。

２
相
談
員
又
は
調
査
委
員
会
は
、
調
査
又
は
関
係
者
に
対
す
る
指
導
、
助
言
そ
の
他
の
措
置
を
行
っ
た
場
合
は
、
そ
の
内

容
を
書
面
に
記
録
し
、
こ
れ
を
会
長
に
報
告
す
る
。

３
前
二
項
の
書
面
は
、
会
長
が
こ
れ
を
保
管
し
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
の
ほ
か
、
何
人
も
閲
覧
で
き
な
い
も
の
と
す



る
。

（
秘
密
の
保
持
）

第
十
四
条

相
談
員
及
び
外
部
委
員
並
び
に
本
会
の
役
員
及
び
職
員
は
、
こ
れ
ら
の
者
の
相
互
間
の
対
応
協
議
そ
の
他
正
当

な
理
由
が
あ
る
場
合
の
ほ
か
、
相
談
員
又
は
調
査
委
員
会
に
よ
る
相
談
、
調
査
、
審
理
及
び
議
決
に
関
し
、
職
務
上
知
り

得
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
職
を
退
い
た
後
も
同
様
と
す
る
。

（
副
会
長
の
代
行
）

第
十
五
条

会
長
が
当
事
者
又
は
関
係
者
で
あ
る
事
案
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
則
に
定
め
る
会
長
の
権
限
は
、
あ
ら
か
じ
め

定
め
た
順
序
に
よ
り
、
副
会
長
が
こ
れ
を
代
行
す
る
。

（
細
則
の
制
定
）

第
十
六
条

会
長
は
、
こ
の
規
則
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
細
則
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
則

こ
の
規
則
は
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
の
承
認
を
得
て
、
平
成
二
十
三
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


